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あおぞら八重垣園長 伊藤幸枝 発行 

 

スタート会について 

 

あおぞら八重垣の開園を記念しましたスタート会を本館 5 月 13 日（土）、別館 5 月 14 日（日）

に開催いたします。往復ハガキにてご案内させていただいておりますが、たくさんのご参加のご返

信をいただきまして、誠に有難うございます。当日は朝 10時から記念式典に続きボランティアの

方をお招きしてアトラクションを行います。本館では島根県退職教職員互助会の皆様によるラウン

ドダンスと職員による踊りです。別館では“くにびきしゃんしゃん様”による銭太鼓と楽生亭楽笑

様・笑皆亭笑梅様による落語を予定しています。 

 昼食はあおぞら八重垣特製の松花堂弁当を用意しております。給食職員の趣向を凝らした入園者

様と家族様でお楽しみください。午後は喫茶室とお抹茶席で、入園者様のクラブ活動の写真と作品

の展示を行います。喫茶室、お抹茶席を用意しています。職員一同お待ちしておりますので、宜し

くお願い申し上げます。 

 

車椅子の寄贈 

 

4 月 26 日に山陰合同銀行「ごうぎん一粒の麦の会」様よりあおぞら八重垣に車椅子を贈呈頂き

ました。本館 3階にて贈呈式を行いました。多くの入園者様にもご参加いただき盛大な式となりま

した。頂きました車椅子は大切に使用させていただきます。有難うございました。 

 

介護職員処遇改善加算について 

 

平成 29年度介護報酬改定により処遇改善加算が拡充され、あおぞら八重垣におきましても新た

な処遇改善加算を算定させていただきます。これに伴い 4月分ご利用料金より介護保険の利用者様

負担額に変更がございます。介護サービスの基本単価と各種加算を合計したものに 6.1%を乗じた

ものを処遇改善加算として算定させていただいておりましたが、4月利用分より 6.1%から 8.2%に

変更になります。当該加算は介護職員の処遇改善のみに充てられるものとなっております。宜しく

お願い致します。 

 

平成 29年度運営懇談会について 

 

あおぞら八重垣契約書に規定しております運営懇談会を以下の日程で予定しております。後日詳

細をご案内させていただきます。宜しくお願い致します。 

期日 時刻 御対象者様 

6月 26日（月） 11：00~12：00 別館入園者様・ご家族様 

6月 27日（火） 11：00~12：00 本館新館 2階入園者様・ご家族様 

6月 28日（水） 11：00~12：00 本館新館 3階入園者様・ご家族様 

 


